
○大分県立美術館の利用許可手続に関する規程 

 

平成２６年８月２２日県美第３３８号知事承認 

平成２７年４月 ７日県美第 ３８ 号知事承認 

令和元年７月４日芸文ス振第４８３号知事承認 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、大分県立美術館利用規則（平成２５年大分県規則第４８号。

以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、大分県立美術館（以下「美術館」

という。）の利用許可手続について必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用許可申請及び利用許可） 

第２条 美術館を利用しようとする者は、利用許可申請書（様式第１号～第４号）

を理事長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、理事長は、その者に

対し事前に催物内容等を明らかにした書類を提出させ、内容の審査を行い、利用

について指導できるものとする。 

２ 美術館を初めて利用しようとする者は、施設利用誓約書（様式第１３号）を理

事長に提出しなければならない。 

３ 理事長は、第１項の規定により利用の許可をしたときは利用許可書（様式第５

号）を、許可しないときは利用不許可通知書（様式第６号）を、申請者に交付す

るものとする。 

 

（利用許可申請期間及び受付時間） 

第３条 前条の規定による申請は、別表１に掲げる施設の区分に応じた期間に行う

ものとする。 

２ 受付時間は、午前１０時から午後５時までとする。 

 

（利用許可の変更許可申請） 

第４条 第２条第１項の規定により利用許可を受けた者（以下「利用者」という。） 

がやむを得ない事情により当該許可に係る事項を変更しようとするときは、理事

長が別に定める日までに、利用変更許可申請書（様式第７号）を理事長に提出し、

許可を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による申請が適当と認められるときは、利用変更許可書

（様式第８号）を利用者に交付するものとする。 

 

（利用申請の取下げ又は利用許可の取消しの申出） 

第５条 利用者が、美術館の利用申請を取り下げようとするとき、又は利用を取り

消そうとするときは、利用取消申出書（様式第９号）を理事長に提出しなければ

ならない。ただし、利用を取り消す場合には、当該申出書に第２条第３項に規定



する利用許可書を添付して行うものとする。 

２ 理事長は、前項の規定による申し出があったときは、申請者に対し利用取消申

出受理書（様式第１０号）を交付するものとする。 

 

（連続利用） 

第６条 同一の利用者が連続して美術館を利用できる日数（以下「連続利用可能日

数」という。）は、次の表のとおりとする。ただし、理事長が特別の理由がある

と認めるときは、この限りではない。 

 

施 設 区 分 連続利用可能日数 

展 示 室 A 

展 示 室 B 

ア ト リ ウ ム 

１４ 日 以 内 

 

 

研 修 室 

ア ト リ エ 

  ７ 日 以 内 

 

 

（利用者等に対する指示） 

第７条 理事長は、美術館の利用者及び観覧者等（以下「利用者等」という。）の

守るべき事項をその利用者等に対し指示することができる。 

 

（利用の不許可又は利用許可の取消し等） 

第８条 理事長は次の各号に該当する事由が生じた場合は意見を付して、速やかに

知事と協議し、その決定を得なければならない。 

（１）第２条の規定に基づいた許可を取り消す場合 

（２）第４条の規定に基づいた許可の変更を取り消す場合 

（３）大分県立美術館の設置及び管理に関する条例（平成２５年大分県条例第７号）

第７条第２項各号の一に該当するために利用を許可しない場合 

２ 美術館は、前項の規定による利用の不許可等によって利用者が受けた損害につ

いては、補償しない。 

 

（利用料金） 

第９条 美術館の利用料金は、別表２及び別表３のとおりとする。 

 

（利用料金の徴収時期） 

第 10 条 利用料金は、美術館の利用申請のときから利用の前までの間において、理

事長が指定するときに徴収するものとする。ただし、理事長が特に認める場合は、

利用後に徴収することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、附属設備・器具及び駐車場の利用料金は、美術館の



利用最終日に徴収するものとする。超過利用料金のうち利用最終日に徴収するこ

とが適当と認められるものについてもまた同様とする。 

 

（利用料金の納入方法） 

第 11 条 利用料金の納入方法は、次表の左欄に掲げる施設等の区分に従い、右欄に

掲げるとおりとする。 

 

施 設 等 区 分 納    入    方    法  

展 示 室 Ａ 

展 示 室 Ｂ 

ア ト リ ウ ム 

利用許可申請日から１０日以内に利用料金の３０％相当額

（ただし、利用者が申し出た場合は、全額）を納入する。残

額は、利用日前の理事長が別に指定する日までに納入する。 

研 修 室 

ア ト リ エ 

利用許可申請時に利用料金の全額を納入する。 

 

附 属 設 備 ・ 器 具 

駐 車 場 

利用最終日に利用料金の全額を納入する。 

 

 

（取消料金） 

第 12 条 利用者が当該施設等の利用を取り消した場合（利用の取消しを申し出るこ

となく当該施設等を利用しなかった場合を含む。以下同じ。）には、次表のとお

り取消料金を徴収するものとする。 

 

施 設 区 分 取 消 し 時 期 取 消 料 金 

展 示 室 Ａ 

展 示 室 Ｂ 

ア ト リ ウ ム 

 

利用開始日の 30 日前までに取り

消したとき 

利用料金の 30％相当額 

 

利用開始日の 29 日前以降に取り

消したとき 

利用料金の全額 

 

研 修 室 

ア ト リ エ 

取消しの時期の区分なし 

 

利用料金の全額 

 

 

（利用料金の還付） 

第 13 条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号に掲げる場

合においては、既納の利用料金の全額又は一部の額を還付するものとする。 

（１）利用者の責めに帰すことができない理由で美術館を利用できなくなった場合 

利用料金の全額 

（２）利用者が展示室Ａ、展示室Ｂ又はアトリウム利用の取消しを利用開始日の３

０日前までに申し出た場合 

  既納額から前条の規定による取消料金の額を差し引いた額に残額がある場合

は、当該残額 



（３）理事長が必要と認める場合  理事長が必要と認める額 

 

 

（還付の手続） 

第 14 条 前条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付

申請書（様式第１１号）を理事長に提出しなければならない。 

２  理事長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認める

ものについて還付の決定を行うものとする。 

３ 理事長は、前項の規定により還付を決定したときは、利用料金還付決定通知書

（様式第１２号）を申請者に交付するものとする。 

 

（職員の立入り） 

第 15 条 理事長は、美術館の管理上必要と認めるときは、施設内に職員又は委任し

た者を立ち入らせ、必要な指示をさせることができる。 

 

（模様替え等） 

第 16 条 利用者は、美術館の利用に際し、施設等を模様替えし、又はこれに設備等 

を付加しようとするときは、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。 

 

（原状の回復） 

第 17 条 利用者は、美術館の利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状 

に復し、職員の検査を受けなければならない。第８条第１項の規定により利用の

許可を取り消されたときも、同様とする。 

 

（適用除外） 

第 18 条 第２条から第６条までは、駐車場について適用しない。 

 

（補則） 

第 19 条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２６年８月２２日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、平成２７年４月７日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 


